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内 容 助 成 額 

障害者作業施設設置等助成金 

雇い入れる又は継続して雇用する障害者のために、

その障害者の障害特性による就労上の課題を克服

する作業施設の設置・整備を行う場合 

 給対象費用の２／３ 

障害者福祉施設設置等助成金 

継続して雇用する障害者のために、福祉施設の 

設置・整備を行う場合 

 給対象費用の１／３ 

障害者介助等助成金 

雇い入れる又は継続して雇用する障害者のために、

必要な介助者の配置等の特別な措置を行う場合 

① 職場介助者を配置・継続配置する場合 

② 手話通訳者の委嘱 

③ 障害者相談窓口担当者の配置・委嘱 

① 支給対象費用３／４ 

(継続措置は２／３) 

② 委嘱費用の３／４ 

(１回あたり６,０００円上限) 

③ 配置：１人あたり月額１～８万円 

または委嘱費用の２／３ 

重度障害者等通勤対策助成金 

雇い入れる又は継続して雇用する障害者のために、

通勤を容易にするための措置を行う場合 

支給対象費用の３／４ 

重度障害者多数雇用事業所設置等助成金 

重度障害者を多数(10 人以上)雇用するために必要

な事業施設等の整備を行う場合 

支給対象費用の２／３（特例３／４） 

上限５,０００万（特例１億円） 

※ ＜＞ は生産性要件を満たした場合 

※（  ）は中小企業事業主以外 

※（－）は中小企業事業主のみ 
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